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発議第３号 

 

集団的自衛権行使を容認する解釈改憲について慎重な対応をとるこ 

とを求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、国会及び関係行政庁に対し、集団的自衛

権行使を容認する解釈改憲について慎重な対応をとることを求める意見書を別紙

のとおり提出する。 
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提 案 理 由  

歴代政権は、集団的自衛権における武力行使を認めないとの見解を示してきた。

しかし、政府の解釈改憲により武力の行使が実現されるとなれば、憲法の三原則

の根幹を揺るがしかねない。 

ついては、国会及び関係行政庁に対し、集団的自衛権行使を容認する解釈改憲

について慎重な対応をとることを求める意見書を提出しようとするものである。 

これが本案提出の理由である。 



３－２ 

集団的自衛権行使を容認する解釈改憲について慎重な対応をとるこ 

とを求める意見書（案） 

 

 集団的自衛権については、政府は、これまでの憲法解釈において「論理的な追

求の結果として示されてきたもの」とし、「政府において、憲法解釈を便宜的、

意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範

そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる」（２００４年６

月１８日の閣議決定）とし、自由に政府が憲法解釈を変更することはできないと

説明していました。 

 そもそも集団的自衛権とは、我が国への武力行使がないものに対して武力行使

をすることであり、これまでの歴代政権において内閣法制局長官は、国会で憲法

や法律の政府統一見解について答弁し、集団的自衛権については、「行使ができ

ないのは憲法９条の制約である。我が国は自衛のための必要最低限の武力行使し

かできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」（１９８３年４月、角田

内閣法制局長官）とし、武力行使を認めないとの見解を示してきました。 

 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書をよりどころにして、

憲法の基本理念に係る重要な解釈変更を行うことは、政府や立法府を憲法による

制約の下に置いている立憲主義のもとでは極めて慎重にしなければならないと考

えます。政府の解釈改憲により武力の行使が実現されるとなれば、憲法の三原則

の根幹を揺るがしかねません。 

 よって、政府においては、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈については、

慎重な対応をとられるよう強く要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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